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滞
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収
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「
奨
学
金
返
還
延
滞
増
加
」
と
「
回
収
策
強
化
」
、
「
教
育
無
償
化
」
を
巡
る
問
題
に
つ
い
て
の
政
府
の
認
識

に
関
す
る
質
問
主
意
書

独
立
行
政
法
人
・
日
本
学
生
支
援
機
構
は
、
貸
与
さ
れ
た
「
奨
学
金
」
の
返
済
延
滞
理
由
の
多
く
が
「
失
業
」
「
借
金
返

済
」
「
低
収
入
」
な
ど
経
済
的
に
困
難
な
状
態
に
陥
っ
て
い
る
実
態
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
年
四
月
に
、
全
国

銀
行
個
人
信
用
情
報
セ
ン
タ
ー
へ
の
延
滞
個
人
情
報
提
供
に
向
け
た
「
同
意
書
」
提
出
者
へ
の
通
知
を
開
始
し
た
。

日
本
学
生
支
援
機
構
に
よ
る
「
奨
学
金
の
延
滞
者
に
関
す
る
属
性
調
査
結
果
」
の
平
成
二
十
一
年
度
結
果
に
よ
る
と
、
延
滞

六
ヶ
月
以
上
の
者
の
延
滞
理
由
（
複
数
回
答
）
は
「
本
人
が
低
所
得
」
四
九
・
一
％
、
「
親
の
経
済
困
難
」
三
四
・
一
％
、

「
滞
納
額
増
加
」
二
二
・
一
％
、
「
本
人
が
失
業
（
無
職
）
」
二
〇
・
三
％
、
「
本
人
の
借
入
金
の
返
済
」
一
九
・
四
％
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
各
年
度
調
査
で
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
サ
ン
プ
ル
調
査
で
は
あ
る
が
、
平
成
二
十
一

年
度
結
果
で
は
「
本
人
が
低
所
得
」
と
の
回
答
が
前
年
度
よ
り
約
一
〇
％
上
昇
し
、
約
半
数
の
者
が
挙
げ
る
に
至
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
多
く
の
延
滞
債
権
を
生
み
出
し
た
原
因
は
、
有
利
子
貸
与
を
政
策
的
に
増
加
さ
せ
て
、
大
学
・
大
学
院
卒
業
と
同

時
に
多
額
の
「
借
金
返
済
」
を
背
負
っ
た
労
働
者
を
大
量
に
生
み
出
し
、
「
教
育
の
機
会
均
等
の
原
則
」
に
反
す
る
、
「
奨
学

金
」
制
度
の
「
教
育
ロ
ー
ン
化
」
を
進
め
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

一



日
本
学
生
支
援
機
構
の
奨
学
金
貸
与
は
人
数
・
金
額
と
も
に
一
貫
し
て
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
有
利
子
奨

学
金
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
統
計
上
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
平
成
二
十
一
年
度
の
有
利
子
奨
学
金
貸
与
額
は
平
成
十

年
度
の
約
十
一
倍
に
も
達
す
る
。
逆
に
無
利
子
奨
学
金
貸
与
額
は
金
額
ベ
ー
ス
で
は
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
人
数
ベ
ー
ス
で

は
減
少
傾
向
に
あ
る
。

今
日
、
全
労
働
者
の
約
三
分
の
一
が
「
不
安
定
雇
用
」
の
状
態
に
置
か
れ
、
年
収
二
百
万
円
以
下
の
労
働
者
が
一
千
万
人
を

超
え
、
格
差
の
拡
大
と
貧
困
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
。
文
部
科
学
省
が
平
成
二
十
三
年
度
予
算
「
元
気
な
日
本
復
活
特
別

枠
」
要
望
に
係
る
資
料
に
お
い
て
も
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
の
デ
ー
タ
及
び
国
際
比
較
で

も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
は
「
大
学
の
授
業
料
が
高
く
、
学
生
支
援
が
遅
れ
て
い
る
」
国
で
あ
る
。
一
般
政
府
総
支

出
に
占
め
る
公
財
政
教
育
支
出
の
割
合
も
、
公
財
政
教
育
支
出
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
も
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
を
下
回
り
、
主
要
国
中
最
下

位
層
に
位
置
す
る
。
そ
の
結
果
、
高
等
教
育
費
の
家
計
負
担
は
特
に
高
い
水
準
と
な
っ
て
い
る
。
大
学
生
の
三
分
の
一
が
奨
学

金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
中
で
、
返
還
延
滞
層
と
不
安
定
雇
用
層
が
重
な
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
十
分
予
想
で
き
る
。

前
掲
の
平
成
二
十
一
年
度
延
滞
者
属
性
調
査
で
は
、
延
滞
六
ヶ
月
以
上
の
者
の
内
、
「
正
社
員
・
正
職
員
」
は
二
八
・
五
％

に
止
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
ア
ル
バ
イ
ト
等
」
三
六
・
九
％
、
「
無
職
・
休
職
中
」
一
九
・
二
％
と
、
合
わ
せ
て

二



約
五
六
％
に
上
る
。
こ
れ
は
無
延
滞
者
の
正
社
員
・
正
職
員
比
率
が
六
九
・
七
％
で
あ
る
こ
と
と
顕
著
な
対
照
を
成
し
て
い

る
。
ま
た
、
延
滞
六
ヶ
月
以
上
の
者
の
年
収
は
、
「
三
〇
〇
万
円
未
満
」
八
七
・
五
％
、
「
二
〇
〇
万
円
未
満
」
六
八
・
六

％
、
「
一
〇
〇
万
円
未
満
」
四
〇
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
も
毎
年
度
の
調
査
結
果
に
一
貫
し
た
傾
向
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
数
字
は
返
還
延
滞
層
の
困
窮
を
十
分
に
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
学
生
支
援
機
構
自
身
も
同
様
の
認
識
を

持
っ
て
い
る
こ
と
は
前
掲
調
査
結
果
を
は
じ
め
、
諸
文
書
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
回
収
強
化
」
に

偏
重
し
、
延
滞
個
人
情
報
提
供
や
民
間
債
権
回
収
業
者
へ
の
業
務
委
託
等
の
「
返
還
促
進
策
」
を
矢
継
ぎ
早
に
講
じ
る
の
で
は

な
く
、
ま
ず
、
奨
学
生
の
進
路
や
就
労
・
生
活
状
況
、
特
に
無
収
入
又
は
低
収
入
と
な
っ
て
い
る
返
還
者
の
存
在
と
そ
の
実
態

を
正
確
に
把
握
し
、
緊
急
対
策
を
講
じ
る
こ
と
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
。

返
還
困
難
者
の
実
情
を
無
視
し
た
強
行
か
つ
柔
軟
性
の
な
い
対
応
に
終
始
し
て
い
る
か
に
見
え
る
日
本
学
生
支
援
機
構
側
の

姿
勢
は
、
将
来
あ
る
若
者
の
未
来
を
い
た
ず
ら
に
奪
う
こ
と
に
帰
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
第
二
十
六
条
に
規
定
さ
れ
る
教

育
を
受
け
る
権
利
の
保
障
の
観
点
か
ら
も
大
変
問
題
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

よ
っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（
社
会
権
規
約
／
国
際
人
権
Ａ
規
約
）
第
十
三
条
第
二
項

三



（
Ｃ
）
は
「
高
等
教
育
は
…
無
償
教
育
の
漸
進
的
な
導
入
に
よ
り
、
能
力
に
応
じ
、
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
均
等
に
機
会
が

与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
」
と
規
定
し
て
い
る
。
政
府
は
、
同
規
約
を
一
九
七
九
年
に
批
准
し
な
が
ら
、
こ
の
条
項
に

つ
い
て
は
留
保
し
続
け
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
対
す
る
公
財
政
支
出
学
校
教
育
費
の
割
合
を
低
く
抑
え
て
き
た
こ
と
が
「
私
費
負
担
率

が
高
く
高
学
費
の
高
等
教
育
」
を
生
み
出
し
、
「
教
育
の
機
会
均
等
」
を
歪
め
て
き
た
。
し
か
も
、
「
高
等
教
育
を
受
け
る

機
会
」
が
奪
わ
れ
な
い
よ
う
に
制
度
設
計
す
べ
き
「
奨
学
金
」
が
返
還
義
務
の
な
い
「
給
付
制
」
で
は
な
く
「
貸
与
制
」
で

あ
り
、
有
利
子
貸
与
の
み
を
政
策
的
に
増
加
さ
せ
て
返
済
す
る
経
済
基
盤
の
な
い
学
生
を
「
多
額
の
債
務
者
」
と
し
て
社
会

に
送
り
出
す
事
実
上
の
「
貸
金
業
」
に
奨
学
金
制
度
を
変
質
さ
せ
て
き
た
。
文
部
科
学
省
も
前
掲
「
元
気
な
日
本
復
活
特
別

枠
」
関
連
資
料
で
「
国
際
人
権
Ａ
規
約
の
留
保
・
撤
回
」
に
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
政
府
は
「
高
等
学
校
無
償
化
」
に
続

き
、
大
学
・
専
門
学
校
等
に
お
け
る
無
償
教
育
の
漸
進
的
な
導
入
を
図
る
べ
き
と
考
え
る
。

つ
い
て
は
、
高
等
教
育
の
漸
進
的
無
償
化
に
関
す
る
基
本
的
認
識
と
道
筋
、
具
体
的
に
は
授
業
料
減
免
措
置
及
び
「
給
付

型
」
奨
学
金
等
の
関
係
施
策
の
抜
本
的
拡
充
に
つ
き
、
見
解
と
方
針
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

政
府
は
、
日
本
学
生
支
援
機
構
の
「
高
等
学
校
等
奨
学
事
業
」
を
都
道
府
県
に
移
管
し
、
制
度
・
財
源
の
均
等
化
を
図
る

こ
と
な
く
「
都
道
府
県
格
差
」
を
生
み
出
し
て
き
た
。

四



現
在
、
「
高
等
学
校
授
業
料
無
償
化
」
が
進
め
ら
れ
て
い
る
中
で
、
各
都
道
府
県
で
独
自
に
授
業
料
以
外
の
負
担
軽
減
措

置
や
私
学
負
担
軽
減
、
高
等
学
校
等
奨
学
事
業
の
返
還
免
除
で
の
「
都
道
府
県
格
差
」
が
生
み
出
さ
れ
て
き
て
い
る
。
所
得

に
応
じ
た
負
担
軽
減
の
制
度
設
計
を
行
い
、
公
・
私
立
高
等
学
校
等
の
退
学
者
理
由
と
し
て
「
経
済
的
な
理
由
」
が
生
み
出

さ
れ
な
い
よ
う
抜
本
的
に
制
度
を
改
善
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
見
解
と
方
針
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

三

日
本
学
生
支
援
機
構
に
よ
る
奨
学
金
返
還
負
担
軽
減
策
と
し
て
は
、
「
減
額
返
還
制
度
」
の
導
入
が
本
年
度
に
実
現
し
た

が
、
返
還
が
最
も
困
難
な
「
延
滞
者
」
は
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
奨
学
金
の
返
還
促
進
に
関
す
る
有
識
者
会
議

「
日
本
学
生
支
援
機
構
の
奨
学
金
返
還
促
進
策
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
〇
日
）
に
お
い
て
も
「
い
わ
ゆ
る
所
得

連
動
型
」
等
の
「
諸
外
国
の
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
な

る
返
還
負
担
軽
減
策
の
検
討
及
び
導
入
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

延
滞
者
に
は
「
延
滞
金
」
が
返
還
額
に
加
算
さ
れ
る
が
、
日
本
学
生
支
援
機
構
の
「
業
務
方
法
書
」
に
お
い
て
、
返
還
者

の
支
払
金
の
充
当
順
位
は
、
�
督
促
等
に
係
る
費
用
、
�
延
滞
金
、
�
利
息
、
�
元
金
の
順
位
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
延
滞

者
の
中
に
は
返
還
し
て
も
一
向
に
元
金
が
減
ら
ず
、
更
な
る
生
活
困
難
に
陥
る
状
況
さ
え
生
み
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、

五



延
滞
金
の
減
免
制
度
が
存
在
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
存
在
が
隠
さ
れ
て
い
る
、
申
請
を
し
よ
う
と
し
て
も
門
前
払
い
を

さ
れ
た
等
の
声
が
数
多
く
聞
か
れ
る
。

全
国
銀
行
個
人
信
用
情
報
セ
ン
タ
ー
へ
延
滞
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
と
相
俟
っ
て
延
滞
者
の

生
活
困
難
状
況
に
拍
車
を
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
奨
学
金
事
業
の
根
拠
法
と
な
る
憲
法
・
教
育
基
本
法
の
原
則
に
立
ち
返
っ

て
、
実
務
作
業
を
凍
結
し
、
根
本
的
な
見
直
し
を
す
べ
き
と
考
え
る
。

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
で
は
、
「
教
育
の
機
会
均
等
原
則
」
を
保
障
す
る
公
的
機
関
と
し
て
奨
学
金
事
業

を
行
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
趣
旨
に
反
す
る
事
業
と
な
っ
て
い
る
現
状
を
改
め
る
べ
き
で
あ

り
、
具
体
的
に
は
以
下
の
点
に
つ
き
改
善
を
図
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
各
項
に
つ
き
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

全
国
銀
行
個
人
信
用
情
報
セ
ン
タ
ー
へ
の
延
滞
個
人
情
報
提
供
を
凍
結
し
、
抜
本
的
に
改
め
る
こ
と
。

（
�
）

業
務
方
法
書
の
支
払
金
充
当
順
位
に
係
る
規
定
を
改
定
し
、
元
金
が
減
ら
ず
延
滞
者
の
困
窮
を
深
め
る
こ
と
と
な

る
現
行
の
仕
組
み
を
見
直
す
こ
と
。

（
�
）

「
延
滞
金
の
減
免
に
関
す
る
施
行
細
則
」
（
平
成
二
十
二
年
細
則
第
九
号
）
を
積
極
的
か
つ
柔
軟
に
運
用
し
、
延

滞
者
の
事
情
に
即
し
て
減
免
措
置
を
適
用
す
る
こ
と
。
必
要
な
ら
ば
、
裁
量
的
な
適
用
拒
否
又
は
門
前
払
い
を
防
ぐ

六



た
め
に
、
細
則
を
改
定
し
運
用
の
改
善
を
図
る
こ
と
。

（
�
）

奨
学
金
返
還
延
滞
者
や
低
所
得
者
・
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
所
得
に
応
じ
た
負
担
軽
減
等
の
制
度
設
計
を
行
い
、

早
急
に
実
現
す
る
こ
と
。

（
�
）

債
権
回
収
業
者
へ
の
業
務
委
託
や
法
的
強
行
手
段
な
ど
の
督
促
・
回
収
強
化
策
を
見
直
し
、
対
策
の
前
提
と
し

て
、
奨
学
生
の
進
路
、
就
労
・
生
活
状
況
等
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
実
態
調
査
を
行
う
こ
と
。

四

日
本
学
生
支
援
機
構
は
「
債
権
の
償
却
に
関
す
る
細
則
」
（
平
成
二
十
一
年
細
則
第
七
号
）
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
現
実

的
に
は
運
用
せ
ず
、
返
還
が
不
能
と
判
断
で
き
る
「
奨
学
生
」
へ
の
返
還
免
除
を
実
質
的
に
切
り
捨
て
て
い
る
。

ま
た
、
障
害
年
金
か
ら
返
済
し
て
い
る
人
が
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
「
死
亡
又
は
精
神
若
し
く
は
身
体
の
障
害
に
よ

る
奨
学
金
返
還
免
除
に
関
す
る
施
行
細
則
」
（
平
成
十
七
年
細
則
第
四
号
）
に
つ
い
て
も
、
心
身
障
害
要
件
に
該
当
す
る
返

還
困
難
者
が
返
還
免
除
制
度
を
知
ら
な
い
、
ま
た
は
申
請
を
不
合
理
に
却
下
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
懸
念
も
あ
る
。

「
返
還
猶
予
」
制
度
は
『
経
済
的
理
由
で
返
還
困
難
（
年
収
三
百
万
円
以
下
・
事
業
主
は
二
百
万
円
以
下
）
』
な
「
奨
学

生
」
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
一
年
ご
と
の
更
新
で
最
大
五
年
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
失
業
や
不
安
定
雇
用
に
よ
る
生
活
困

難
状
況
が
五
年
で
改
善
さ
れ
な
い
「
返
還
猶
予
者
」
も
長
期
の
不
況
と
雇
用
環
境
の
中
で
現
出
し
て
い
る
状
況
に
こ
の
制
度
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で
は
対
応
で
き
な
い
。
ま
た
、
病
気
に
よ
る
返
還
困
難
の
場
合
は
五
年
と
い
う
期
限
は
な
い
が
、
完
治
し
な
い
病
気
の
場
合

で
も
「
債
権
償
却
」
規
程
の
要
件
を
満
た
す
ま
で
は
返
還
猶
予
更
新
の
手
続
き
の
た
め
に
「
診
断
書
」
を
添
付
し
た
猶
予
願

い
を
提
出
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
制
度
と
し
て
「
債
権
償
却
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
運
用
に
よ
っ
て
救
済
し

て
い
く
こ
と
が
人
道
上
必
要
で
あ
り
、
「
奨
学
金
」
の
趣
旨
を
活
か
す
も
の
と
考
え
る
。

そ
も
そ
も
、
前
掲
の
平
成
二
十
一
年
度
延
滞
者
属
性
調
査
で
は
返
還
猶
予
制
度
の
認
知
度
が
低
い
と
い
う
実
態
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
。
延
滞
六
ヶ
月
以
上
の
者
で
猶
予
制
度
を
「
知
ら
な
か
っ
た
」
と
回
答
し
た
者
は
五
六
・
三
％
に
達
す
る
。

日
本
学
生
支
援
機
構
は
制
度
の
周
知
に
努
め
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
十
分
に
さ
れ
な
い
ま
ま
「
回
収
強
化
」
あ
る

い
は
返
還
者
側
か
ら
見
れ
ば
「
強
制
」
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

つ
い
て
は
、
以
下
の
各
項
に
つ
き
、
見
解
と
方
針
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

「
返
還
猶
予
」
、
「
返
還
免
除
」
、
「
債
権
償
却
」
の
各
制
度
の
運
用
を
抜
本
的
に
改
善
し
、
そ
の
周
知
に
努
め

る
と
と
も
に
、
返
還
困
難
者
の
個
別
事
情
に
即
し
て
積
極
的
か
つ
柔
軟
に
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
。

（
�
）

特
に
、
要
件
の
解
釈
や
提
出
書
類
に
関
し
て
、
対
応
が
硬
直
的
で
あ
り
、
門
前
払
い
や
誤
っ
た
説
明
さ
え
な
さ
れ

て
い
る
と
い
う
声
も
聞
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
各
制
度
に
係
る
細
則
等
の
規
定
に
即
し
た
適
切
な
か
つ
透
明
性

八



の
高
い
対
応
を
改
め
て
徹
底
す
る
こ
と
。

（
�
）

各
細
則
中
の
「
但
書
」
や
「
特
例
」
規
定
が
過
度
に
厳
格
に
解
釈
さ
れ
、
返
還
困
難
者
の
個
別
事
情
に
即
し
た
適

用
を
排
除
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
一
般
化
、
要
件
の
明
確
化
等
の
必
要
な
改
定
を
行
う
こ
と
。

右
質
問
す
る
。

九


